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第１章 プログラムの概要 

１ 策定の趣旨 

  平成１７（2005）年４月に発達障害者支援法が施行され、発達障害が法律上位置

づけられるとともに、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見、早期

の発達支援、就労・地域生活等に関する支援及び発達障害者の家族への支援を図るこ

とが規定されました。 

  そのため、本市では、「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」を策定

し、支援に取り組んできましたが、現行プログラムの計画期間が令和 5（2023）年

度で終期を迎えます。 

  発達障害については、他の障害に比べて、認知されはじめて日が浅く、一層の啓発

が求められるとともに、平成２８（2016）年８月に「発達障害者支援法の一部を改

正する法律」が施行され、発達障害者へのより一層の支援の充実が求められています。 

  また、「障害者基本法」に基づき令和５年３月に策定された「障害者基本計画（第

５次）」において、発達障害については、引き続き、社会全体の理解促進、家族支援、

福祉・労働・教育・医療分野の取組等を総合的に進めていくことが重要であるとされ

ていることから、本市でも、引き続き、これらの関係機関がそれぞれの役割を認識し

ながら連携を図り、共通の視点に立って、発達障害者への支援を総合的、計画的に進

めていく必要があります。 

これらのことを踏まえ、令和６（2024）年度から令和１１（2029）年度までの

６年間を計画期間とする、新たな「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」

を策定しました。 

 

２ プログラムの性格 

  本プログラムは、「広島市障害者計画〔２０２４－２０２９〕」に掲げる発達障害者

支援に関する施策を実現していくための具体的な事業・取組を定めるものです。 

 

３ 計画期間 

  本プログラムの計画期間は、「広島市障害者計画〔２０２４－２０２９〕」の計画期

間に合わせ、令和６（2024）年度から令和１１（2029）年度までの６年間としま

す。 

 

４ 基本方針 

  発達障害者支援に関する事業・取組を展開するに当たり、次の３つの基本方針を掲

げます。 

 ⑴ 発達障害を早期発見し、速やかに適切な支援を行うための体制の充実 

発達障害のある子どもを早期に発見し、その子どもの状況に応じた適切な支援を

速やかに行うための体制の充実を図ります。 

 

 

 ⑵ 乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した支援 

乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた適切な支援を行うとともに、

その支援がライフステージを通じて途切れることがないよう取り組みます。 
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 ⑶ 共生社会の実現に向けた取組の推進 

   全ての発達障害者が社会参加の機会を確保され、住み慣れた地域社会において安

心して自立した生活を送ることができるよう取り組みます。 

 

５ 取組の柱 

 ⑴ 早期発見、早期療育のための取組・体制の充実 

   発達障害を早期に発見し、早期に療育を行うため、乳幼児健診等の充実を図り、

発達障害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための取組を行うと

ともに、こども療育センター等の医療機関への受診に至るまでの支援を行います。 

 

⑵ 療育・支援体制の充実 

  発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その家族

への支援を充実させるため、こども療育センターにおける医師等専門スタッフの充

実及び専門性の向上等による療育の充実を図るとともに、地域における療育の充実

に向けた支援にも取り組みます。 

 

 ⑶ 保育園等、幼稚園・学校等における支援の充実 

   発達障害児が学校生活や卒業後の社会生活を円滑に送ることができるよう、保育

園等及び幼稚園・学校において、こども療育センター等専門機関との連携や研修の

実施等を図ることにより支援の専門性を向上させるとともに、放課後活動等も含め

た支援体制の充実に取り組みます。 

 

 ⑷ 地域生活支援及び就労支援の充実 

   発達障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、関係機関と

の連携強化の下、障害の特性に応じた生活環境整備のほか発達障害者やその家族へ

の生活支援の充実とともに、就労に向けた支援に取り組みます。 

 

⑸ 相談支援の充実 

   発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場を充

実させるとともに、安心して自立した地域生活を送るために関係機関が連携して連

続性のある支援を行います。 

 

⑹ 発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進 

   発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との関わ

り方等発達障害について市民の理解を促進するための講演会等を開催するととも

に、差別解消等に向けた取組を行います。 
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６ 取組の柱と施策体系

 
 

 

① こども療育センターにおける医師等専門スタッフの充実及び 
専門性の向上等による療育の充実 

② こども療育センター等における発達障害児の療育・支援体制等の充実 
③ 地域における療育の充実に向けた事業所等職員及び 
保育士等の支援技術の向上等 

④ 発達障害診断後の家族への支援 

 
 

 

⑴ 保育園等 
① 発達障害児基礎研修会等の実施 
② 発達支援コーディネーターの養成 

 
⑵ 幼稚園・学校 
① 専門家チームによる多様な巡回相談指導の実施 
② 特別支援教育に係る指定校への支援 
③ 校内の指導体制の充実 
④ 管理職への理解・啓発の推進 
⑤ 学習サポーター・特別支援教育アシスタント事業の実施 
 
⑶ 放課後等 
① 放課後等デイサービス事業の実施 
② 休暇中の障害児地域活動支援事業の実施 

 
 

 

① 日常生活の質の向上につながる自立訓練・研修等 
② コミュニケーション支援の充実 
③ 交流の促進 
④ 災害時等における発達障害者への支援の促進 
⑤ 関係機関等の連携による就労支援の充実 
⑥ 市職員や公共施設等職員、企業等への啓発研修等の実施（再掲） 
⑦ 発達障害者支援センターの地域支援機能の強化（新規）（再掲） 
⑧ 強度行動障害を有する者への支援体制の整備及び構築に基づく支援策の 
検討・実施（新規）（再掲） 
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〔基本理念〕 〔基本方針〕 

〔取組の柱、事業・取組〕 

 
 
 

① 保護者への普及啓発 
② 要観察児及び保護者への支援 
③ 乳幼児健診従事者、小児科医等への研修の実施 
④ ５歳児を対象とした支援 
⑤ 発達障害に関する診療機関等の周知 

１ 早期発見、早期療育のための取組・体制の充実 

２ 療育・支援体制の充実 

３ 保育園等、幼稚園・学校等における支援の充実 

４ 地域生活支援及び就労支援の充実 

 
 
 

 

① 相談支援事業所の周知 
② 相談支援事業所等における相談支援の充実 
③ 相談窓口用聴き取りシートの作成・導入 
④ 発達障害者家族の集い等の開催 
⑤ ペアレントメンター制度の実施 
⑥ 発達障害者オープン相談の場の運営 
⑦ 継続した支援を行うためのツールの活用 
⑧ 情報提供の充実（再掲） 
⑨ 発達障害者支援センターの地域支援機能の強化（新規） 
⑩ 強度行動障害を有する者への支援体制の整備及び構築に基づく支援策の 
検討・実施（新規） 

５ 相談支援の充実 

 
 
 

 

① 啓発イベントの実施 
② 市職員や公共施設等職員、企業等への啓発研修等の実施 
③ 小冊子の作成等 
④ 情報提供の充実 
⑤ 障害者差別解消法等の周知 

６ 発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進 

（※）次期広島市障害者計画〔２０24－２０２９〕（案）における基本理念 

確定_20231020局長レク資料_04：【局長レク後の修正反映済】（本文へのリンク貼付用）_取組の柱と施策体系_20231020.doc
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７ 事業・取組の推進に当たっての方向性 

 ⑴ 市民、地域団体、市民活動団体、企業等との協働 

   市民、民生委員・児童委員等の地域団体、ボランティア団体、企業等の多様な主

体が発達障害者支援の重要性を認識し、主体的・積極的に取り組めるよう環境整備

を行うとともに、地域団体、ボランティア団体、企業等と本市が協働して支援に取

り組みます。 

 

 ⑵ 関係機関等との連携 

   発達障害者への支援は、医療・保健・福祉・教育・労働など様々な分野にわたっ 

ていることから、関係機関等と連携を図りながら、支援の総合的な推進に取り組み

ます。推進に当たっては、関係団体等におけるノウハウの活用を図ります。 

  

 ⑶ 発達障害者支援センターの機能強化 

   発達障害者支援センターは、発達障害者支援の中核的な役割を担う機関としてよ

り専門性を高めていくとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機

関との役割を明確にし、これら関係機関と連携することにより、支援を一層充実さ

せていく必要があります。 

そのため、地域の各関係機関との連携や困難ケースへの対応を行う発達障害者地

域支援マネジャーの発達障害者支援センターへの配置を進め、地域支援機能を強化

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 相談支援 

  発達障害に関する相談に応じ、適切な指導又は助言、関係機関への紹介等情報提供を行う。 

○ 発達支援 

  家庭での発達障害者の発達に関する指導又は助言、並びに情報提供を行う。 

○ 就労支援 

  就労に向けての相談や必要な情報の提供、就労支援機関への紹介等労働関係機関との連携

を図る。 

○ 関係機関等に対する普及啓発及び研修 

  発達障害の特性や対応方法等について、関係機関等の職員を対象に普及啓発や研修を実施

する。 

○ 関係機関等との連携 

  発達障害者の支援に係る関係機関の会議や個別支援のための調整会議等に参加し、関係機

関等とのネットワーク形成を図るとともに、必要に応じて相互に助言や協力を行う。 

  保育園等、幼稚園、学校等における発達障害児への支援については、必要に応じてこども

療育センターや児童発達支援センター等に協力する。 

 

発達障害者支援センターの役割 
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第２章 具体的な事業・取組 

１ 早期発見、早期療育のための取組・体制の充実 

  発達障害を早期に発見し、早期に療育を行うため、乳幼児健診等の充実を図り、発達

障害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための取組を行うとともに、こ

ども療育センター等の医療機関への受診に至るまでの支援を行います。 

事業・取組 概要 担当 

① 保護者への普 

及啓発  

乳幼児健診で配付する子どもの成長・発達や、生活

習慣、健康づくりなどに関する啓発用パンフレット

に、発達障害についての情報を掲載し、保護者の気づ

きを促進するとともに、周囲の理解を深める。 

こども・家庭支

援課（母子保健

係） 

② 要観察児及び

保護者への支援 

A 1歳 6か月児健診の受診者のうち、発達障害と思

われ支援が必要な親子に対し、遊びを通じて具体的

な関わり方を指導するとともに、保護者の気づきを

促すための親子教室を開催する。 

 

こども・家庭支

援課（母子保健

係）、保育指導

課、こども療育

センター 

B 乳幼児期の子どもの成長・発達についての相談先

を広く周知するためのリーフレットを市内の小児

科等へ配布する。（1-⑤-A の再掲） 

こども・家庭支

援課（母子保健

係） 

③ 乳幼児健診従

事者、小児科医

等への研修の実

施 

乳幼児健診等に従事する保健師、保育士等を対象

に、援助技術の習得等実践的な研修を行うとともに、

小児科医等を対象に、発達障害に関する理解を深める

ための研修を実施する。 

こども・家庭支

援課（母子保健

係）、こども療

育センター 

④ ５歳児を対象

とした支援 

就学後の適切な支援に結び付けるため、各区の保健

センターにおいて、５歳児を対象に、心理相談員によ

る個別相談を実施する。  

こども・家庭支

援課（母子保健

係） 

⑤ 発達障害に関

する診療機関等

の周知 

Ａ 乳幼児期の子どもの成長・発達についての相談先

を広く周知するためのリーフレットを市内の小児

科等へ配布する。 

こども・家庭支

援課（母子保健

係） 

Ｂ 早期発見、早期療育につなげるため、発達障害の

診療を行う医療機関等について、市ホームページ

（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載する

とともに、チラシ等により各区相談窓口やこども療

育センター等において周知を図る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

 

 

２ 療育・支援体制の充実 

  発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その家族への

支援を充実させるため、こども療育センターにおける医師等専門スタッフの充実及び専

門性の向上等による療育の充実を図るとともに、地域における療育の充実に向けた支援

にも取り組みます。 
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事業・取組 概要 担当 

① こども療育セ

ンターにおける

医師等専門スタ

ッフの充実及び

専門性の向上等

による療育の充

実 

A こども療育センターの受診を希望する乳幼児に

対し、速やかに診断を行い、診断後の適切なフォロ

ーが行えるよう、医師、心理療法士等の専門スタッ

フの充実を図る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、こども

療育センター 

Ｂ こども療育センターにおいて発達障害児支援の

中核となる保育士等の職員の専門性を高める研修

や療育プログラムの充実等により、個々の子どもの

障害の特性に応じた適切な支援を行える療育を実

施する。 

② こども療育セ

ンター等におけ

る発達障害児の

療育・支援体制

等の充実   

発達障害児に対する障害特性に応じた適切な発達

支援の提供と地域全体の障害児支援の質の底上げの

ため、こども療育センター等の児童発達支援センター

が地域における障害児支援の中核的役割を担い、発達

障害児の受入れ体制や支援機能の充実を図る。 

障害自立支援

課、こども・家

庭支援課（障害

児支援係）、こ

ども療育セン

ター 

③ 地域における

療育の充実に向

けた事業所等職

員及び保育士等

の支援技術の向

上等 

Ａ 発達障害の支援に携わる障害福祉サービス事業

所等の職員（以下「事業所等職員」という。）を対

象として、ソーシャルスキルトレーニング（子ども

自身が、状況に応じてどのように行動したらよいか

を練習すること。）を学ぶ研修や、支援技術の向上

・支援体制の強化につながる実践的な研修等を実施

する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

Ｂ 発達障害について正しい認識を持つとともに、保

育園等における発達障害児への気づきや関わり方

などの一層の充実を図り、系統だてて学ぶための専

門的・実践的な研修を実施する。（3-(1)-①の再掲

） 

保育指導課、こ

ども療育セン

ター 

Ｃ こども療育センター等の職員が障害児等療育支

援事業や保育所等訪問支援において保育園等を訪

問して助言等を行うことにより、保育園等における

発達障害児支援の充実を図る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、こども

療育センター 

④ 発達障害診断

後の家族への支

援 

Ａ 障害のある子どもの理解と対応や支援制度等に

ついて基礎的な研修を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、こども

療育センター 

Ｂ 発達障害児の行動の特性を理解し、具体的で効果

的な対処法（ペアレントトレーニング）を学ぶため

の実践的な研修を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

 Ｃ 家庭等で発達障害児がタブレット型コンピュー

タ等のコミュニケーション・学習支援ツールなどを

活用できるよう、導入方法や活用方法などを家族が

学ぶ講座を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 
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３ 保育園等、幼稚園・学校等における支援の充実 

  発達障害児が学校生活や卒業後の社会生活を円滑に送ることができるよう、保育園等

及び幼稚園・学校において、こども療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を

図ることにより支援の専門性を向上させるとともに、放課後活動等も含めた支援体制の

充実に取り組みます。 

 

 ⑴ 保育園等 

専門機関との連携の強化を図り、保育園等における支援の専門性を向上させるため

の研修を実施します。 

事業・取組 概要 担当 

① 発達障害児基

礎研修会等の実

施 

発達障害について正しい認識を持つとともに、保

育園等における発達障害児への気づきや関わり方な

どの一層の充実を図り、系統だてて学ぶための専門

的・実践的な研修を実施する。 

保育指導課、こ

ども療育セン

ター 

② 発達支援コー

ディネーターの

養成 

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るた

め、発達支援コーディネーター（保育園等における

発達障害児支援のリーダー）の養成講座を公私立保

育園等において実施する。また、養成講座の内容は、

医学・療育の進歩に伴い新たな情報も取り入れてい

くこととする。 

保育指導課、こ

ども療育セン

ター 

 

 ⑵ 幼稚園・学校 

インクルーシブ教育システムの構築に向け、通常の学級に在籍する発達障害等特別

な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うた

めの校内支援体制の整備・充実を図ります。 

事業・取組 概要 担当 

① 専門家チーム

による多様な巡

回相談指導の実

施 

大学教授、医師、学校関係者等からなる専門家チー

ムを構成し、対象の幼児児童生徒への指導の充実と総

合的な校内支援体制の整備のための指導・助言を行

う。 

教育委員会特 

別支援教育課 

② 特別支援教育

に係る指定校へ

の支援 

小・中学校において、特別支援教育コーディネーター

の専任化を図り、インクルーシブ教育システム構築に

向けた校内体制づくり等や特別支援学級における学

級経営等に係る実践的な研究に取り組む「インクルー

シブ教育に係る研究校」の指定を行う。 

教育委員会特 

別支援教育課 

③ 校内の指導体

制の充実 

 

A 特別支援教育コーディネーター（特別支援教育を

推進する教員）に対して、必要な知識と実践力・指

導力の育成を図るための研修会を開催する。  

教育委員会特

別支援教育課 

B 適切な指導や必要な支援を行うための個別の指

導計画及び個別の教育支援計画の作成・活用を促進

する。 
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事業・取組 概要 担当 

C 小・中学校等における医療的ケア体制、インクル

ーシブ教育システムの構築、通級による指導、高等

学校段階の特別支援教育の推進等、本市の特別支援

教育の充実を図るための支援体制について検討す

る。 

④ 管理職への理

解・啓発の推進 

発達障害等特別な教育的支援を必要とする幼児児

童生徒について、また、特別支援教育に係る園・校内

体制の整備・充実の具現化について、理解・啓発を図

るために、管理職を対象に講演会を開催するとともに

指導資料を作成・配付する。  

教育委員会特

別支援教育課 

⑤ 学習サポータ

ー・特別支援教

育アシスタント

事業の実施 

小中学校等の通常の学級に在籍する肢体不自由児

への支援を行う特別支援教育アシスタント及び障害

のある児童生徒等に限定せず学習支援を行う学習サ

ポーターを配置し、学校生活における指導の補助及び

安全確保等の支援を行う。 

教育委員会特

別支援教育課 

 

⑶ 放課後等 

放課後や夏休み等の長期休暇中に活動できる場の確保と活動内容の充実に努めます。

また、特別支援学校・学級と地域との交流などにより、市民の発達障害等への理解の

促進に努めます。 

事業・取組 概要 担当 

① 放課後等デイ

サービス事業の

実施 

放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上の

ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教

育と相まって障害児（発達障害児を含む。）の自立を

促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進す

る。 

障害自立支援

課 

② 休暇中の障害

児地域活動支援

事業の実施 

土曜・日曜及び長期休暇中に、障害児（発達障害児

を含む。）と地域の児童生徒とがゲームやリズム遊び

等によりふれあう行事等を実施する。 

障害福祉課 

 
 

４ 地域生活支援及び就労支援の充実 

  発達障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、関係機関との連

携強化の下、障害の特性に応じた生活環境整備のほか発達障害者やその家族への生活支

援の充実とともに、就労に向けた支援に取り組みます。 
事業・取組 概要 担当 

① 日常生活の質

の向上につなが

る自立訓練・研

修等 

 

Ａ 発達障害の支援に携わる事業所等職員を対象と

して、ソーシャルスキルトレーニング（子ども自身

が、状況に応じてどのように行動したらよいかを練

習すること。）を学ぶ研修や、支援技術の向上・支

援体制の強化につながる実践的な研修等を実施す

る。（2-③-Ａの再掲） 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 



9 

事業・取組 概要 担当 

Ｂ 発達障害者が円滑に日常生活を送ることができ

るようにするため、自立訓練・研修等を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、発達障

害者支援セン

ター 

② コミュニケー

ション支援の充

実 

市民や事業所等に対し、コミュニケーション支援ボ

ードの活用について周知を図る。また、円滑な意思疎

通が可能となるよう、様々なコミュニケーション手法

及びその活用方法の情報を収集し、市ホームページ

（「発達障害支援ネットひろしま」等）などで発達障

害者やその家族、支援者等に周知することにより、活

用を促す。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

③ 交流の促進 発達障害者が周りの人々と交流し円滑に日常生活

を送ることができるよう支援し、交流の促進を図る。

また、大学、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等と連携し、

活動を支援するボランティアを育成する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

④ 災害時等にお

ける発達障害者

への支援の促進 

Ａ コミュニケーション支援ボード（災害編）や発達

障害者を対象とした防災に関するハンドブック等

について、市ホームページ（「発達障害支援ネット

ひろしま」等）へ掲載するとともに、市民講演会等

での情報提供を行うことにより、災害時における発

達障害者への支援について周知を図る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

Ｂ 災害等の非常時に適切な支援が行えるよう、地域

の身近な支援者である民生委員等に対して、コミュ

ニケーション支援ボード（災害編）の配付や障害の

特性について理解を深めてもらう取組を実施する。 

⑤ 関係機関等の

連携による就労

支援の充実 

 

Ａ 相談支援機関、就労支援機関、就労先等の連携に

よる相談、就労、職場定着等の支援を充実する。 

障害自立支援

課、精神保健福

祉課、発達障害

者支援センタ

ー 

Ｂ 障害者職業センターが実施する発達障害者を対

象とした就労支援プログラムにおいて、発達障害者

支援センターが「発達障害の特性」に関する講習会

を実施する。 

発達障害者支

援センター 

⑥ 市職員や公共

施設等職員、企

業等への啓発研

修等の実施（再

掲） 

 各区相談窓口等の市職員や公共施設等職員、企業等

を対象として、発達障害に関する理解と対応等につい

ての研修等を行う。（6-②の再掲） 

障害自立支援

課、精神保健福

祉センター、発

達障害者支援

センター 
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事業・取組 概要 担当 

⑦ 発達障害者支

援センターの地

域支援機能の強

化（新規）（再掲

） 

発達障害者が可能な限り身近な場所で必要な支援

が受けられる体制を整備するため、発達障害者地域支

援マネジャーの発達障害者支援センターへの配置を

進め、地域の相談支援機関等との協力関係を強化す

る。（新規）（5-⑨の再掲） 

発達障害者支

援センター 

⑧ 強度行動障害

を有する者への

支援体制の整備

及び構築に基づ

く支援策の検討

・実施（新規）

（再掲） 

強度行動障害の状態の予防につながる自閉スペク

トラム症や知的障害の子どもへの幼児期からの支援

のほか、強度行動障害を有する者へ適切な環境調整や

支援が継続的に提供されるよう、地域の支援体制整備

に基づく具体的な事業・取組を検討・実施する。（新

規）（5-⑩の再掲） 

障害福祉課、障

害自立支援課、

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、精神保

健福祉課、発達

障害者支援セ

ンター 

 

５ 相談支援の充実 

   発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場を充実さ

せるとともに、安心して自立した地域生活を送るために関係機関が連携して連続性のあ

る支援を行います。 

事業・取組 概要 担当 

① 相談支援事業

所の周知 

障害者の支援を行う相談支援事業所などについ

て、市ホームページ（「発達障害支援ネットひろしま」

等）へ掲載するとともに、各区相談窓口やこども療

育センター等において周知を図る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

② 相談支援事業

所等における相

談支援の充実   

相談支援事業所等の職員に対して、身近な地域に

おいて的確な相談支援が可能となるよう、特性のア

セスメントや支援方法のプランニングなどを内容と

する発達障害者相談支援従事者研修を実施する。 

発達障害者支

援センター 

③ 相談窓口用聴

き取りシートの

作成・導入 

発達障害者の相談窓口の職員が発達障害の特性を

その場で簡便に聴き取り、的確な相談対応などに使

用できる聴き取りシートを作成し、導入する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

④ 発達障害者家

族の集い等の開

催 

Ａ １８歳未満の発達障害児の家族を対象として、

障害の早期受容と支援制度等の周知を図るため、

同じ悩みを抱える家族同士が気軽に情報交換がで

きる場（発達障害者家族の集い）を提供する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、発達障

害者支援セン

ター 

Ｂ １８歳以上の発達障害者の家族を対象とした情

報交換ができる場（思春期～成人期発達障害者家

族の集い）を提供する。 

発達障害者支

援センター 

Ｃ 思春期、青年期の発達障害者の家族等を対象に、

心の理解や日常的な相談援助の方法などに関する

講座を開催する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 
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事業・取組 概要 担当 

⑤ ペアレントメ

ンター制度の実

施 

発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者

が、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を

受けた保護者などに対して相談や助言を行う「ペア

レントメンター制度」を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、発達障

害者支援セン

ター 

⑥ 発達障害者オ

ープン相談の場

の運営 

発達障害者を対象として、人と関わることのでき

る機会を提供するとともに、発達障害者が持つ悩み

や不安に対する相談支援等を行う。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、発達障

害者支援セン

ター 

⑦ 継続した支援

を行うためのツ

ールの活用 

支援が必要となる発達障害者等のプロフィール、

こども療育センターでの支援内容等を保護者が書き

綴り、関係機関（医師、学校の教員等）に提示でき

るサポートファイルをこども療育センター等で保護

者に配付するとともに、サポートファイルの意義や

書き方などの研修会を開催する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

⑧ 情報提供の充

実（再掲） 

市民と市政などの広報紙及び市ホームページ内の

「発達障害支援ネットひろしま」、「特別支援教育」

等に、発達障害の特性、広島市の取組等を分かりや

すく掲載する。 

併せて、発達障害者への支援に関する情報（医療

費補助等の福祉制度、相談支援事業所等の相談窓口、

就労支援の取組等）を集約し、必要な情報に容易に

たどり着けるよう、「発達障害支援ネットひろしま」

を整備する。（6-④の再掲） 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、特別支

援教育課 

⑨ 発達障害者支

援センターの地

域支援機能の強

化（新規） 

発達障害者が可能な限り身近な場所で必要な支援

が受けられる体制を整備するため、発達障害者地域

支援マネジャーの発達障害者支援センターへの配置

を進め、地域の相談支援機関等との協力関係を強化

する。（新規） 

発達障害者支

援センター 

⑩ 強度行動障害

を有する者への

支援体制の整備

及び構築に基づ

く支援策の検討

・実施（新規） 

強度行動障害の状態の予防につながる自閉スペク

トラム症や知的障害の子どもへの幼児期からの支援

のほか、強度行動障害を有する者へ適切な環境調整

や支援が継続的に提供されるよう、地域の支援体制

整備に基づく具体的な事業・取組を検討・実施する。

（新規） 

障害福祉課、障

害自立支援課、

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、精神保

健福祉課、発達

障害者支援セ

ンター 
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６ 発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進 

  発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との関わり方

等発達障害について市民の理解を促進するための講演会等を開催するとともに、差別解

消等に向けた取組を行います。 

事業・取組 概要 担当 

① 啓発イベント

の実施   

Ａ 市民を対象として、「強度行動障害」などを含め

た発達障害の特性、身近な地域での支援の重要性、

発達障害者との関わり方等について理解を促進す

るために、関係機関との連携の下、専門家による講

演会を実施する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、特別支

援教育課、発達

障害者支援セ

ンター 

Ｂ 世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間に関

連して、広島城のブルーライトアップ等を実施す

る。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

② 市職員や公共

施設等職員、企

業等への啓発研

修等の実施 

各区相談窓口等の市職員や公共施設等職員、企業等

を対象として、発達障害に関する理解と対応等につい

ての研修等を行う。 

障害自立支援

課、精神保健福

祉センター、発

達障害者支援

センター 

③ 小冊子の作成

等 

発達障害者やその家族がどこに行けばどのような

支援、サービスを受けることができるのかをまとめた

小冊子（リソースブック）を作成し、市ホームページ

へ掲載する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係） 

④ 情報提供の充

実 

市民と市政などの広報紙及び市ホームページ内の

「発達障害支援ネットひろしま」、「特別支援教育」等

に、発達障害の特性、本市の取組等を分かりやすく掲

載する。 

併せて、発達障害者への支援に関する情報（医療費

補助等の福祉制度、相談支援事業所等の相談窓口、就

労支援の取組等）を集約し、必要な情報に容易にたど

り着けるよう、「発達障害支援ネットひろしま」を整

備する。 

こども・家庭支

援課（障害児支

援係）、特別支

援教育課 

⑤ 障害者差別解

消法等の周知 

障害者差別解消法や令和２年１０月に施行した広

島市障害者差別解消推進条例について、市ホームペー

ジ（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載する

など、周知を図る。 

障害福祉課、こ

ども・家庭支援

課（障害児支援

係） 
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７ 年度別の事業展開  

 １ 早期発見、早期療育のための取組・体制の充実 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 保護者への普及

啓発 

パンフレットの作成・配布 
 

パンフレットの作成・配布 パンフレットの作成・配布 

② 要観察児及び保

護者への支援 

Ａ 親子教室の開催（各区で実

施） 

 

Ｂ 相談先案内用リーフレット配

布（１-⑤-Aの再掲） 

 

Ａ 親子教室の開催（各区で実

施） 

 

Ｂ 相談先案内用リーフレット配

布（１-⑤-Aの再掲） 

Ａ 親子教室の開催（各区で実

施） 

 

Ｂ 相談先案内用リーフレット配

布（１-⑤-Aの再掲） 

③ 乳幼児健診従事

者、小児科医等へ

の研修の実施 

研修の実施 

 

研修の実施 研修の実施 

 

④ ５歳児を対象とし

た支援 

発達相談の実施（各区で実施） 

 
発達相談の実施（各区で実施） 発達相談の実施（各区で実施） 

⑤ 発達障害に関す

る診療機関等の周

知  

 

 

Ａ 相談先案内用リーフレット配

布  

 

Ｂ 市ホームページへの掲載及び

各区相談窓口等での周知 

 

Ａ 相談先案内用リーフレット配

布  

 

Ｂ 市ホームページへの掲載及び

各区相談窓口等での周知 

 

Ａ 相談先案内用リーフレット配

布  

 

Ｂ 市ホームページへの掲載及び

各区相談窓口等での周知 

 

 

２ 療育・支援体制の充実 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① こども療育センタ

ーにおける医師等

専門スタッフの充

実及び専門性の

向上等による療育

の充実 

 

Ａ スタッフの充実 

 

Ｂ 保育士等の研修の実施、外来

療育教室の支援内容の改善

やタブレット型コンピュータの

活用研修の実施 

 

Ａ スタッフの充実 
 
Ｂ 保育士等の研修の実施、外来

療育教室の支援内容の改善

及びタブレット型コンピュータ

の活用研修の実施 

 

Ａ スタッフの充実 

 

Ｂ 保育士等の研修の実施、外来

療育教室の支援内容の改善

及びタブレット型コンピュータ

の活用研修の実施 

 

② こども療育センタ

ー等における発達

障害児の療育・支

援体制等の充実 

こども療育センター（光町）での

受入体制整備 

北部・西部こども療育センターで

の受入体制整備済 

 

地域における児童発達支援セン

ターの具体的な役割の整理 

 

 

こども療育センター（光町）での

受入体制整備 

 

 

 

地域における児童発達支援セン

ターの取組内容の検討 

こども療育センター（光町）での

受入体制整備・拡充 

 

 

 

地域における児童発達支援センター

の取組内容の検討・実施 

③ 地域における療

育の充実に向けた

事業所等職員及

び保育士等の支

援技術の向上等 

 

 

Ａ 地域における療育の充実に向

けた専門研修等の実施 

 

Ｂ 保育園等における研修の実施

（３-⑴-①の再掲） 

 

Ｃ 保育所等訪問支援等 

 

Ａ 研修拡充内容の検討 

 

 

Ｂ 保育園等における研修の実施

（３-⑴-①の再掲） 

 

Ｃ 保育所等訪問支援等 

Ａ 研修拡充内容の検討・実施 

 

 

Ｂ 保育園等における研修の実

施（３-⑴-①の再掲） 

 

Ｃ 保育所等訪問支援等 
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④ 発達障害診断後

の家族への支援 

  

Ａ 基礎的研修の実施 

 

Ｂ 実践的研修の実施 

 

Ｃ 保護者を対象としたＩＣＴ機器

活用講座の実施 

 

Ａ 基礎的研修の実施 

 
Ｂ 実践的研修の実施 

 

Ｃ 保護者を対象としたＩＣＴ機器

活用講座の実施 

 

Ａ 基礎的研修の実施 

 
Ｂ 実践的研修の実施 
 

Ｃ 保護者を対象としたＩＣＴ機器

活用講座の実施 

 

 
３ 保育園等、幼稚園・学校等における支援の充実 
⑴ 保育園等 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 発達障害児基礎

研修会等の実施 

保育園等における研修の実施 

 

保育園等における研修の実施 保育園等における研修の実施 

② 発達支援コーディ

ネーターの養成 

保育園等における養成講座の実

施 

 

保育園等における養成講座の実

施 

 

保育園等における養成講座の実

施 

 

  
⑵ 幼稚園・学校 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 専門家チームによ

る多様な巡回相談

指導の実施 

巡回相談指導の実施 

 

巡回相談指導の実施 巡回相談指導の実施 

② 特別支援教育に

係る指定校への支

援 

 

インクルーシブ教育実践研究校

の指定 

 

インクルーシブ教育に係る研究

校の指定 

インクルーシブ教育に係る研究

校の指定 

③ 校内の指導体制

の充実 

Ａ 特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

Ｂ 個別の指導計画等の作成・活

用  

 

Ｃ 特別支援教育体制充実検討

会議の開催 

 

Ａ 特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

Ｂ 個別の指導計画等の作成・活

用  

 

Ｃ 特別支援教育体制充実の検

討 

 

Ａ 特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

Ｂ 個別の指導計画等の作成・活

用  

 

Ｃ 特別支援教育体制充実の検

討 

 

④ 管理職への理解・

啓発の推進 

講演会の開催、指導資料の作成

・配付 

 

講演会の開催、指導資料の作成

・配付 
講演会の開催、指導資料の作成

・配付 

⑤ 学習サポーター・

特別支援教育アシ

スタント事業の実

施 

学習サポーター・特別支援教育

アシスタントの配置 

 

学習サポーター・特別支援教育

アシスタントの配置 
 

学習サポーター・特別支援教育

アシスタントの配置 

 

   

⑶ 放課後等 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

①  放課後等デイサ

ービス事業の実施 

事業の実施 

 

事業の実施 事業の実施 

② 休暇中の障害児

地域活動支援事

業の実施 

事業の実施 

 

事業の実施 事業の実施 
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４ 地域生活支援及び就労支援の充実 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 日常生活の質の

向上につながる自

立訓練・研修等 

Ａ 地域における療育の充実に向

けた専門研修等の実施（２-③

-Aの再掲） 

 

Ｂ 整理収納講座等の実施 

 

Ａ 研修拡充内容の検討（２-③

-Aの再掲） 

 

 

Ｂ 研修等拡充内容の検討 

 

Ａ 研修拡充内容の検討・実施

（２-③-Aの再掲） 

 

 

Ｂ 研修等拡充内容の検討・実施 

② コミュニケーション

支援の充実 

 

 

 

 

コミュニケーション支援ボードの

周知 

 

携帯用アプリ等を市ホームペー

ジ等で情報提供 

 

コミュニケーション手法及びその

活用方法に係る情報収集・周知 

 

（上記取組に集約） 

コミュニケーション手法及びその

活用方法に係る情報収集・周知 

 

（上記取組に集約） 

③ 交流の促進 

 

取組内容の検討 

 
 

当事者参加型の講座等の検討・

実施 

 

当事者参加型の講座等の検討・

実施 

 
④  災害時等におけ

る発達障害者への

支援の促進 

 

 

Ａ コミュニケーション支援ボード

（災害編）、防災ハンドブック等

の周知 

 

Ｂ 災害時の支援について民生

委員等への周知 

 

 

Ａ コミュニケーション支援ボード

（災害編）、防災ハンドブック等

の周知 

 

Ｂ 災害時等の支援について民

生委員等の理解促進を図る取

組の検討 

 

Ａ コミュニケーション支援ボード

（災害編）、防災ハンドブック等

の周知 

 
Ｂ 災害時等の支援について民

生委員等の理解促進を図る取

組の検討・実施 

 

⑤ 関係機関等の連

携による就労支援

の充実 

Ａ 連携による支援 

 
Ｂ 障害者職業センター就労支援

プログラムにおける講習会等

の実施 

 

Ａ 連携による支援 
 

Ｂ 障害者職業センター就労支援

プログラムにおける講習会等

の実施 

 

Ａ 連携による支援 
 

Ｂ 障害者職業センター就労支援

プログラムにおける講習会等

の実施 

 
⑥ 市職員や公共施

設等職員、企業等

への啓発研修等の

実施（再掲） 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施（６-②の再掲） 

 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施（６-②の再掲） 

 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施（６-②の再掲） 

 

⑦ 発達障害者支援

センターの地域支

援機能の強化（新

規）（再掲） 

 （地域支援マネジャーの配置）

（５-⑨の再掲） 

 

（地域機関等との協力関係の強

化）（５-⑨の再掲） 

 

（地域支援マネジャーの配置）

（５-⑨の再掲） 

 

（地域機関等との協力関係の強

化）（５-⑨の再掲） 

 

⑧ 強度行動障害を

有する者への支援

体制の整備及び構

築に基づく支援策

の検討・実施（新

規）（再掲） 

 支援策の検討（５-⑩の再掲） 

 

 

支援策の検討・実施（５-⑩の再

掲） 
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５ 相談支援の充実 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 相談支援事業所

の周知 

 

市ホームページへの掲載及び各

区相談窓口等での周知 

 

市ホームページへの掲載及び各

区相談窓口等での周知 

 

市ホームページへの掲載及び各

区相談窓口等での周知 

 
② 相談支援事業所

等における相談支

援の充実  

発達障害者相談支援従事者研

修の実施 

 

発達障害者相談支援従事者研

修の実施 

 

発達障害者相談支援従事者研

修の実施 

 
③  相談窓口用聴き

取りシートの作成・

導入 

作成に向けての情報収集 

 
導入に向けた内容の検討 

 

作成・導入 

 

④ 発達障害者家族

の集い等の開催 

 

 

A 発達障害者家族の集い開催 

 

B 成人期発達障害者家族の集

い開催 

 

C 家族等を対象とした相談支援

講座の実施 

 

A 発達障害者家族の集い開催 

 

B 思春期～成人期発達障害者

家族の集い開催 

 

C 家族等を対象とした相談支援

講座の実施 

 

A 発達障害者家族の集い開催 

 

B 思春期～成人期発達障害者

家族の集い開催 

 

C 家族等を対象とした相談支援

講座の実施 

 

⑤ ペアレントメンター

制度の実施 

制度の検討・実施 

 
制度の実施 制度の実施 

⑥  発達障害者オー

プン相談の場の運

営 

オープン相談の場の運営 

 

オープン相談の場の運営 

 
オープン相談の場の運営 

 

⑦  継続した支援を

行うためのツール

の活用 

サポートファイルの配付、研修会

の開催 

サポートファイルの配付、研修会

の開催 

サポートファイルの配付、研修会

の開催 

 

⑧ 情報提供の充実 

（再掲） 

市ホームページ等への掲載（６-

④の再掲） 

 

 

 

市ホームページ等への掲載（６-

④の再掲） 

 

ホームページサイトの整備・実施

（６-④の再掲） 

 

市ホームページ等への掲載（６-

④の再掲） 

 
ホームページサイトの整備・実施

（６-④の再掲） 

 
⑨ 発達障害者支援

センターの地域支

援機能の強化（新

規） 

 （地域支援マネジャーの配置） 

 

（地域機関等との協力関係強化

） 

 

（地域支援マネジャーの配置） 

 

（地域機関等との協力関係強化

） 

⑩ 強度行動障害を有

する者への支援体

制の整備及び構築

に基づく支援策の検

討・実施（新規） 

 
 
 

取組の検討・実施 

 

取組の検討・実施 
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６ 発達障害についての理解の促進と差別解消等に向けた取組の推進 

事業・取組 令和 5（2023）年度 6（2024）年度 
7～11（2025～
2029）年度 

① 啓発イベントの実 

施 

A 講演会の開催 

 

B ライトアップ等の実施 

 

A 講演会の開催 
 

B ライトアップ等の実施 

A 講演会の開催 
 

B ライトアップ等の実施 

② 市職員や公共施

設等職員、企業等

への啓発研修等の

実施 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施 

 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施 

 

発達障害への理解と対応に係る

研修等の実施 

 

③ 小冊子の作成等 リソースブックの情報更新・ホー

ムページ掲載 

 

リソースブックのホームページ掲載 

 
 

リソースブックの情報更新・ホー

ムページ掲載 

 
④ 情報提供の充実 

 

市ホームページ等への掲載 

 

 

 

市ホームページ等への掲載 

 

ホームページサイトの整備・実施 

 

市ホームページ等への掲載 

 
ホームページサイトの整備・実施 

 
⑤ 障害者差別解消

法等の周知 

市ホームページ等で周知 

 
市ホームページ等で周知 

 

市ホームページ等で周知 

 

 


